
会 議 等 結 果 記 録 

会 議 名 
西和賀町まちづくり基本条例案の策定における相互協力等に関する協定

締結式 

日  時 平成２１年７月１３日（月） 午後３時００分から同３時３０分まで 

場  所 西和賀町役場湯田庁舎 ２階 会議室（庁議室） 

出 席 者 
代表、副代表、西和賀町長、事務局３人 
報道３社（岩手日報、岩手日日新聞、岩手建設工業新聞社） 

結果概要 

１ 開式 
 
２ 経過説明及び協定内容説明 
  事務局からこれまでの経過を説明し、協定書を読み上げて確認。 
 
３ 協定書署名 
  西和賀町まちづくり基本条例をつくる会代表と町長が協定書２通にそれぞれ署

名した。 
 
４ 挨拶 
 〔高橋町長から〕 
・ これからのまちづくりは住民コミュニティが大きな要素になっていくし、コ

ミュニティの充実が町の発展に不可欠と考える。この条例はコミュニティの発

展に資するものと思う。 
・ 条例づくりには、協定の下、住民全体の動きとなるよう積極的に進めていた

だきたい。 
 〔つくる会高橋代表から〕 
・ つくる会設立に先立ち、自分たちは「西和賀まちづくり基本条例を開く会」

をつくって２年前から活動を始め、条例について勉強してきた。その中で、条

例は住民が認識し、住民のためのものでなければならないことを実感した。 
・ つくる会はまだスタートに立ったばかり。これから勉強して住民と話し合い

ながら、住民に分かりやすい条例をつくっていきたい。 
 
５ 閉式 
 
 

 







会議の公開の方法に関する確認事項（再確認） 

 
１ 傍聴の方法 

項目 事務局案等 
傍聴対象とする会議 全体会のみを対象とする。 
申し込み受付 傍聴者受付簿（別記様式）により当日行う。 
人数制限 ２０人程度を原則とし、会場に余裕がある場合は定員を超

えても構わないものとする。 
録音・撮影 代表の承認を得て許可する。 
傍聴者の意見及び発言 協議終了後傍聴者が希望する場合は代表の承認を得て発言

させることができるものとする。 
 
２ 会議結果の調製及び公開 

項目 事務局案等 
会議結果を作成する会

議 
全体会及び運営委員会については作成し、その他の会議に

ついては、必要に応じ作成する。 
形式及び内容 詳細な発言の記録ではなく、会で話し合われた事項及び決

定内容がわかるものとする。発言内容を記録する場合は原

則匿名とする。 
確認及び公開方法 代表に送付（又はメールによる送信）し、確認の上、町の

ホームページに掲載して公開する。 
会議結果の調製 事務局が行う。 

  
３ HPへ掲載する内容 

項目 事務局案等 
会員 氏名、区分（一般公募、議会議員又は行政

職員）、行政区名、会における役職 
会員名簿 

アドバイザー 氏名及び肩書き 
会則及び町との相互協

力協定 
 

会議結果 全体会の結果 
会議開催予定 次回以降の開催日程及び会場 

 
４ 住民への周知等 

項目 事務局案等 
町広報への掲載 つくる会の活動について随時掲載する。（８月号から） 

 
※ アンダーラインは前回資料から修正した箇所 
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６
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２
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第
１
回
会
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５
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14
日
午
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７
時
か
ら
、
会
員
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人
、
事
務
局
３
人

計
6
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出
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:

役
場
湯
田
庁
舎
） 
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場

■ 

第
２
回
会
議 

６
月
９
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６
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ア
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バ
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ザ
ー
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務
局
３
人
計
17
人
出
席
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湯
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区
公
民
館
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第
３
回
か
ら
は
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会
則
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づ
き
、
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員
が
出
席
す
る
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を
「
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体
会
」

と
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し
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７
月
６
日
午
後
６
時
30
分
か
ら
会

員
９
人
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
事
務
局
職

員
２
人
の12

人
が
出
席
し
、
役
場
湯
田

庁
舎
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

最
初
に
前
回
決
定
し
た
会
則
の
再
確

認
と
６
月
30
日
に
実
施
し
た
第
１
回

運
営
委
員
会
の
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
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そ
の
後
、
町
と
の
相
互
協
力
協
定
の
締

結
に
関
す
る
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と
、
今
後
の
進
め
方
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会
議
の
公
開
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に
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し
合
わ

れ
ま
し
た
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バ
イ
ザ
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ど
の
根

拠
と
し
て
、
協
定
を
結
ぶ
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と
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
会
議
の
公
開
方
法
と
し

て
は
、
傍
聴
の
手
続
や
会
議
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記
録
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と
り
方
、
Ｈ
Ｐ
で
の
公
開
方
法
が
話
し

合
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
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は
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回
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ド
バ
イ
ザ
ー
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先
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話

や
町
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況
や
基
本
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想
の
内
容

に
つ
い
て
、
会
員
相
互
で
勉
強
し
て
い

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 
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人
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ザ
ー
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務
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し
た
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・
・
・
・
・
・ 

問
合
せ 

政
策
推
進
室 

℡82-3284 

                           

広報にしわがに「西和賀町まちづくり基本条例をつくる会」の活動

について掲載する場合の例 

           



今後のスケジュール（再確認） 

時 期 内  容 

６日 
・ 町との協定について 
・ 会議の公開方法について 

７月 

29日 
・ アドバイザー高橋先生からの講話 
・ 会議の公開方法について（再度） 

８月 お盆過ぎ 
・ アドバイザー高橋先生からの講話 
・ 西和賀まちづくり基本条例を開く会からの報告 

９月 
・ アドバイザー高橋先生からの講話 
・ 町の財政状況、総合計画などについての説明 

上記以降 
グループワークなどにより、課題の抽出や条例に盛り込むべき項目

の抽出を行う。 

 


